
第 16回一関市総合教育会議 

日 時 令和４年 11 月７日（月）14 時 00 分～15 時 30 分 

場 所 議員全員協議会室 

次   第 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 懇 談 

  地域と学校の連携について（キャリア教育など） 

４ 閉 会 

一関市教育に関する大綱 

【基本目標】 

  学びを広げ、人と地域が共に育ち、一関の未来を創る 

【基本方針】 

１ 生涯にわたる学びを応援し、まちづくりを担い、活躍する人づくりを進める 

（縦軸の人づくり）  

２ 学校・家庭・地域の連携を深め、心豊かにたくましく生きる人づくりを進める 

（横軸の人づくり）  

３ 郷土の歴史と文化を誇りにし、未来を創造する人づくりを進める 

（時間軸の人づくり） 
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１ 国の定める学校運営協議会の性格 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条の 5に基づき、学校運営に関することについて広い関

係者で協議し、学校運営に保護者や地域住民の声を積極的に生かし、学校が地域と一体となって特色ある学

校づくりを進める学校体制である。

（学校運営協議会が設置された学校を「コミュニティー･スクール」という）。

  法令に定める学校運営協議会の機能は以下である。

上記機能①②については、校長の学校運営方針を支援することを基本とし、学校運営協議会の権限は、学

校を管理･監督･指導する教育委員会の権限を超えるものではないこと。

  機能③については、教職員の人事異動は、地教行法に基づき、校長からの具申を踏まえた市教育委員会か

らの内申をまって、県教育委員会が行うものであるが、それを変更するものではなく、意見は校長の具申に

付加できる一般的事項に限定した内容であること。

２ 一関市の学校運営支援協議会の内容 

(1) 委員の人数 15 人以内（地域住民、PTA、有識者、校長など） 

(2) 会議の回数 年３回程度 

(3) 会議のテーマ ・学校運営基本方針の承認 

          ・学校支援についての協議 

            ＊安全、学習、行事、環境等 

          ・学校課題についての意見交換 等 

３ 設置までのスケジュール 

年 度 内 容 等

令和３年度 ・市内 10校の研究協力校で、研究及び先行実施準備

・先進地域視察研修（宮城県登米市）

・一関市学校運営協議会設置規則の制定

第２条（名称）学校運営支援協議会と称する。

第３条（設置）学校ごとの設置。２つ以上の学校ごとに置くことも可。 

第４条（委員の任命）15人以内とし、教育委員会が委嘱又は任命。 

第 13 条（意見の申出）校長を経由して、教育委員会に意見を述べることができる。

令和４年度 ・市内９校による先行実施 

一関小 弥栄小 舞川小 舞川中 大東小 大東中 東山小 室根小 室根中

・先行実施校の校長による連携校長会議の開催

・先行実施校の実践発表と意見交換（校長会議において）

令和５年度 ・市内全校で実施準備

令和６年度 ・市内全校での実施へ 

（コミュニティー・スクール） 

① 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

② 学校の運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。 

③ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、意見を述べることができる。 

学校運営支援協議会 
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４ 具体的な活動例

安全支援
・登下校の見守り

・感謝の手紙の取組

・地域防災教育

行事支援
・運動会

・文化祭

環境支援
・校庭整備・校舎清掃

・図書館整備

伝承活動支援
・鶏舞 ・獅子踊り

・神楽

Ａ 既に学校で行っている活動の支援

健全育成
・あいさつ運動

・ノーメディア運動

Ｂ 熟議の内容からの実施

校内学習支援
・ミシン ・調理実習

・書写 ・昔の遊び

・ゲストティーチャー

地域交流
・高齢者訪問

・地域行事への参加

校外学習支援
・町探検

・地域体験学習

学校運営

支援協議会

・校長 ・副校長 ・幼稚園長

・ＰＴＡ会長 ・児童委員

・郷土芸能保存会

・自治会長

・市民センター長

・地域コーディネーター

・地区体育協会長

・老人クラブ代表

・地区女性団体

・商工会 等
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一関小：地域交通安全見守り、あいさつ

舞川小：伝承活動、花壇整備、学校環境整備、ロードレース大会への支援

大東小：お年寄りとの関わり（敬老会が中止のため、子供たちの手紙）

室根小：交通安全、情報モラル（家庭のルール作り）

舞川中：復興・防災教育

地 域

学 校

連
携


